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XV． 鋼船規則 W 編及び同検 査要領の 追加規定の解説 （船橋視界 に 関する規定関連）

1，は じめ に

　 平 成 10年 7 月 1 日付 規 貝1」第 27 号及 び 同 日付 け達第 29

号（日 本籍船）並 び に 規則第 34 号及 び 達第 34 号 （外 国籍

船 ） に よ り， 「船 橋 視 界 」 に 関 連 す る規 定 が鋼 船 規 則 W

編 及 び 同検査 要 領 に 追加 され た。以 下，こ の 背 景 等 につ い

て 解説す る。

2．改正 の 背景

　 IMO 　 MSC63 に お い て ， 船 橋 視 界 に 関 す る 規 定 が

somS 　V 章 22規 則 へ の 追加 と して 採択 され た。船橋視界

に 関す る 要件 に つ い て は，同様 の 規 定 が ， 既 に船 橋 設 備 規

則 3 章 「船橋の 配 置及び 作業要件 」 と して 規則 化 され て い

る。し か し な が ら，船橋設 備規則 は，BRS 等 の 設備 符 号 の

登 録 を希望す る場合 に の み 適用され る，い わ ゆる オ プ シ ョ

ン 規則 で あ る た め ，鋼船規則 に W 編を新 た に 追 加 し，

SOLAS 　V 章 22 規 則 の 要 件を こ こ に 規定す る こ と と し た。

W 編の 追加 に 伴い
， W 編 と重 複す る船橋 設 備規則 3 章の

要 件 は 削 除 し た。ま た ，船 橋 設 備 規 則 の 規 定内容 は ，

ISO8468 「Ship’s　bridge　layout　and 　associated 　 equipment −

Requirements　 and 　guidelines 」 及 び IMO 　Resolution　A708

を基 に 記載 され て い る た め，SOLAS　V 章 22規貝1」を基 に 記

述 した W 編 とは，若・・卜，規 定 内 容 が 異 な る こ とに 注意 す

る必 要 が あ る。

3．改正の 内容

鋼船規則 W 編 船橋視界

ユ 章　通 則

1，1　 一
般

1．1，1　適用

　 SOLAS 　V 章 22 規則 は ，船舶 の 乾舷 用 長 さ （規 則 A 編

2．1，3 に 定義す る 長 さ） が 45m 以 上 の す べ て の 船 舶 （内 航

船，漁船等を含む ）に 適用 され る。

1．1．2　特殊 設 計 の 船舶

　 SOLAS 　V 章 22．1，3 規則 を 明 文 化 した もの で あ る。どの

よ うな船 舶 を特 殊 な設 計 の 船舶 と し て 認 め られ る か に つ い

て は，本 会及 び 主 管 庁 の 判 断 に よ る が ，一
般的に は ク レ ー

ン 船 等 文 字 通 り特殊 な設 計 の 船 舶 が 対 象 と な り，タ ン カ
ー，

漁 船 等 の 船舶 は，1．1．2 の 対 象船舶 には な らない 。

1．L3 　 定 義

　 ISO　8468 を 基 に V 章 22規則 で 使用 され る 語 句 の 定 義 を

記 載 した。　 濫 視場 所 」 の 定義か ら，監視場所は あ る程度

自 由 に配 置す る こ とが で き る が ，船体中心 線上 の 船橋窓 の

直 前 に配 置 され るの が
一

般 的で あ る。

1．1．4　承認 図 面

　 SOLAS 　V 章 22．1．1 規則 で 要 求 され る 監視場 所 か らの 見

通 し の 要件及 び 22，1．2 規則 に 規定され る 死角 の 要件を検討

す る 際 に は，貨物，荷役 装置 等の 障害物 の 配 置 を考慮す る

必 要 が あ る，従 っ て ，要 求 され る承 認 図 に は，こ れ ら障害

物 （貨物 の 積み 付け 状 態） を含む 監 視場 所 か らの 水平 及 び

垂 直視 野 の 図 面 を含 め る必 要 が あ る。

　 ま た ， 要 求 され る承 認 図 に は ， 通 常の 航海 状 態 で 最 も

厳 しい と思 わ れ る 状態 に お け る監 視場 所 か らの 視野 の 図面

を含 め な け れ ば な らな い c こ の 際 次 に 掲 げ る状 態 に つ い

て は，図面に 含め なくて 差 し支 え ない。

（1）　Air　draught　condition

（2＞　Sea　trial　cond 孟tion

（3）Docking　condition

2 章　 船橋 視界

2，1　 船橋視 界

2，1．1　海面の 見通 し

　 SOLAS 　V 章 22、1．1 規 則 に 規 定 され る 監視 場 所 か らの 海

面 の 見 通 し に つ い て の 要件 を記載 した。

　 soms 　 V 章 22，1．1 規貝1」を適用 す る に あ た り，前

1，1．4 （1）か ら（3）の 状 態に お け る 監 視場 所 か ら の 見 通 し に つ

い て は，検 剤 の 対 象 か ら外 して差 し支 え ない 。

2，1．2　死 角

　 貨物 ，荷 役 装置 等 の 障害物 に よ っ て 作 られ る 死 角 に 関

す る 要件 で ある。

　 死 角 と して 考慮すべ き障害物は ，操舵室 の 真横 よ り前

方 に あ る もの が 対 象 と な る。真横 よ り後 方 の 操舵室 外 の 障

害物 に つ い て は ， 考慮 しな くて差 し支 え な い 。

　 ま た ，船体中心 線上に ク レ
ー

ン 等 の 障害物 が あ り，当

該 死角 の 要 件 を満 た せ な い 場 合は，船体中心 線上 の 監視場

所 か ら左 右舷 に 5m を超 え ない 位 置 に 追加 の 監視場所を設

け，死 角部の 視界 を得 る対 応をとる こ とで 差 し支 え ない 。

こ の よ うに 追 加 の 監 視 場 所 を設 け る場 合，追加 の 監視場 所

の 前 方 に 設 け る 窓は ， SOLAS 　V 章 22．1．9 規則 （2，2．1） の

要件 を満 た す 必 要 が あ る。

　 窓 枠 につ い て は，SOLAS 　V 章 22，1．9．1 規則 （2．2，1） に

従 うこ と を条 件 に 当該 規 定 で い う障 害 物 に含 め な くて 差 し

支え な い 。

2．1．3　 水 平 方 向 の 視 野

　 視野 を 確保す る た め の 窓 の 大 き さ等 につ い て の 制 限 は

設 け て い ない 。戸 に 付 属 す る 窓 に つ い て も視 野 を確 保 で き

る 窓 と して 扱 っ て 差 し支 え な い 。

　 水 平方 向の 視野 に つ い て は ， 要領 W 編 図 2⊥ 3−1．か ら一3．

に ISO8368 に 示 され る図 を掲載 した。

2．1．4　 舟合倶11

　 2．1．4 の 規定 に よ り，

一
般 的 に は船 橋 ウイ ン グ は船 側 ま
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で 張 り出す設計 と しな ければ ならない。

2，1，5 船橋の 前面 窓

　 2，1．5−2，（SOLAS 　V 章 22，1．8規 則 ） に規 定 され る
「
た だ

し，目の 高 さを 1，800mm とす る こ とが 不 合 理 か っ 実 際的

で な い と 船籍 国 政 府 が 判 断 す る 場 合，目 の 高 さ は

1，600mm ま で 下 げ る こ と が で き る 」 に 関す る外 国 籍船 に

対す る 適用 方法 に つ い て は，船主又 は造船所 よ り個船 毎 に

船籍国政 府 に 対 し 問い 合わせ ，承 認 を得 る もの とす る。 た

だ し，日本籍船に あ っ て は，1，600mm か ら 1，800mm の 問

の 任意 の 高 さ とす る こ とが で きる。

2．2　 　 　 窓

2，2，1　 　 窓

　 船橋 の 窓 間 の 枠組 み，前 面 窓 の 傾 斜 ，着 色 の 不 可 及 び

明 瞭な視界 を得 るた めの 窓 （旋同 窓等 ） に つ い て ，SOLAS

V 章 22．1，9規 則 の 規 定 内 容 を取 り入 れ た．

XW 　鋼船規則 D 編及 び R 編並びに 同検査要領 並びに船用材料 ・機器等 の承認及 び認定要領 に おける

　　　　　　　　　　　　　　　改正 点の解説 （タ ン カー
の 火災安全措置 関連 ）

1．は じめに

　 以 トの 規 貝1」及 び 達 に よ り，鋼船 規則 D 編 及 び R 編，同

検 査 要領 並 び に 船 用 材 料 ・機 器等 の 承 認 及 び 認 定要領 の タ

ン カー
の 火 災 安全 措置に 関する 要 件 の

一
部が 改正 され た。

（1） 平成 10年 7 月 1 日付規則 第 34 号 並 び に達 第 34 弓
．
及

　び第 36 号 （外国 籍船舶）

（2）平成 10年 7 月 10 付規貝1」第 27 号並 び に達 第 29号及

　 び 第 33 弓
．
（口本 籍 船舶 ）

　 以 ド， 改 正 され た 規則に つ い て 解説する。

2．改正の 背景

　 IMO 第 63 回海 ．ヒ安全 委員会 （MSC 　 63）に お い て，英

国 か ら貨 物 油 タ ン ク通 気 装置 の 止 め 弁の ミ ス オペ レ
ー

シ ョ

ン に 起 因 す る 油 タ ン カ
ー

事 故が 報告 され た。

　 報 告 に よ る とこ の 事 故 は．船齢 16 年の VLCC の 揚荷

（及 び 同 時 に貨 物 油 タ ン クへの バ ラ ス トの 張水 が 行わ れ て

い た ） 中 に 発 生 し，貨物 油 タ ン ク とイ ナ
ー

トガ ス 主管 と を

つ な ぐ通 気支管に 設け られ た 止 め 弁 の ミス オペ レ ー
シ ョ ン

に よ りバ ラス ト張水中の 貨物油 タ ン ク が過加圧 に な り，タ

ン ク 隔壁 が破 損 した。そ の 結果，隣接 す る貨 物 油 タ ン クか

らの 原 油 が パ イ プ トン ネル 及 び 同 トン ネル を通 じて貨物 ポ

ン プ 室 に 流入 し，最終的に は ，貨物 ポ ン プ駆 動軸 の 隔壁 貫

通 部 を通 じ て 原 油及 び 原 油蒸 気 が 機 関室 に 漏 洩 した 。

　 幸 い に 同事故で は ，迅速な非常 対 応 の 甲 斐 あ っ て 人 命

の 喪 失や 海洋汚染に は 至 らなか っ た が ，こ の 報 告 を契機 と

し て ，IMQ に お い て 油タ ン カ
ー

の 追加 の 火 災安全 措置 に

関す る 検 討 が 開 始 さ れ ，最 終 的 に IMO 　 Resolution

MSC ．57（67）と して 、　 SOLAS 条約第 II−2 章 D 部 タ ン カー
の

火 災安 全 措 置 の 要 件の
一

部 （Reg．56 ，
59 及 び 62）が 改正

され た。

　 今回、同 条約改正 を 取 り人 れ るべ く鋼 船 規 貝1」D 編 及 び

R 編並 び に 関連の 規定 を改正 し た 。

3．改正 の 内容

3．1 鋼船規則 の
一

部改正 に つ い て

3，1，1D 編
一

部改 正

（1） 14．1．1−3，に つ い て

　 今 回 の 規則改正 は，D 編 22 章 で 適用が 免除され る油 タ

ン カーを除 き，す べ て の 油 タ ン カー
に 適用 され る。た だ し，

施 行 日前 に 建 造 が 開始 され た 油 タ ン カ
ー

（以 下，現 存油 タ

ン カーとい う。） に 対す る適用 に つ い て は，SOLAS 条約

の 関連規定 （Chapt．II−2／Reg．59．1，11）に 準 じて 経過 措置 を

定 め た。

　 な お、同 経 過 措 置 を定 め る に あ た っ て ，次 の こ と を考

慮 した。

　　（a）SOLAS 条 約 ヒ，　
“
　by　 the　 date　 of 　 the　 first

　　　scheduled 　dry−docking　after 　l　July　1998，　but　not 　later

　　　than　l　July　2001
”

と規定 され て い る猶 予期 限 に つ い

　　　て ， the　first　scheduled 　dry−docking に 保守 ・点市貪等

　　　の 目的 で 船 ゴ：の 自 己都合 に よ り行 う入 渠又 は 上架 が

　　　含 まれ る と解釈 す る こ と は ，本来，船級が 関 与 し な

　　　い 時期 に 船級維 持 に 係 る義務 を生 じ させ る こ とに な

　　　り不 合理 で あ る．よ っ て 規貝1」で は，船 級 維 持上 ，要

　　　求 され る 入 渠又 は 上 架の 時期 を猶 予期 限 の 恨拠 と し

　　　
“
1998 年 7 月 1 日以 降 の 規 則 B 編 6 章 に 規 定す る

　　　最初 の 船底検査の た め の 入 渠も し くは上 架 又 は 2001

　　　年 7 月 1 目 の い ずれ か 早 い H
”

と規 定 し た。

　　（b）14．4．1−4，に 定 め る 1装 置 の 操f乍状 態 を 明 確 に 標示

　　　す る 措 置」 に つ い て は 、SOLAS 条 約 （Chapt．II−

　　 2／Reg．59．1．11） 上 ，現 存油 タン カーに は遡 及 適 用 さ

　　　れ ない が ，IMO に 報告 の あ っ た事 故 が 当 該 止 め弁 の

　　　ミ ス オ ペ レ
ー

シ ョ ン に 起因 す る も の で あ っ た こ と及

　　　び 比 較的 簡 単 な措 置 （本 解 説 3，2．1   参 照 ） で 事 「
［攻

　　　再発 防止 に非常に効 果 が あ る と考 え られ る こ とか ら，

　　 船級 要件 と して 現 存 汕 タ ン カ
ー

に も適 用 す る こ と と

　 　 　 し た。

（2）14．4．1−2（3）に つ い て

　 規則 D 編 14．4．1−2，（2）に規 定す る 荷役及 び バ ラ ス 「・張排

水 時 に生 じ る貨 物 タン ク 内 の 圧 力 変化 を制御 す る 通 気 装置
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